
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税対策の有無で納める税金が大きく変わることをご存知ですか？ 

セミナー内容 

相続税の減額手法として最も効果が大きいのは、 

小規模宅地の減額の特例です。特例には、 

厳しい要件があり、それに該当しなければ減額を 

することができません。これから住宅の建築を 

されようとする方、リフォームを検討されている方、 

相続問題を抱えている方必見です。 

第二部では、平成 27年からの贈与に関する 

税制改正についてお話をいたします。Q&A形式で 

贈与に関する役立つ事例をご紹介いたします。 

 

お名前(1名)  お名前(2名)  

ご住所 〒   － 

TEL  －      － FAX －      － 

※お申込を確認しましたら、FAX または郵送にてご案内状をお送りいたします 

個別相談 希望する ・ 希望しない 

■事例で学ぶ小規模宅地減額特例 

■小規模宅地減額特例と制度の概要 

■贈与に関する税制改正について 

■事例でわかる生前贈与 Q&A 講師 西山税理士事務所 税理士 西山 裕志 

日時：平成 29年 9月 12日（火）14:00～16:00 （13:30～受付開始）   費用：無料 

会場：ユニオンビル 2階セミナールーム C JR・私鉄「武蔵小杉」駅より徒歩 4分  定員：20名 

税理士歴 36 年、相続税・贈与税の案件は

年間 40 件を越す。事前の相続対策などの

業務から、相続税の申告を含む多くの相

続・贈与対策の相談に応じている。 

上手な生前贈与 小規模宅地減額特例 

相続税・消費税増税！ 

勉強しないと資産はなくなります 


